
（被保険者向け） 

出産育児一時金等の受取代理請求制度について 
 
□受取代理請求制度とは 
出産育児一時金等の受取代理請求制度を利用された場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金（35
万円が限度となります。）を被保険者に代わって医療機関等が受け取ることになります。ただし出産費

用が 35万円を超えた場合は、超過分だけが自己負担となり、下回った場合は差額分を被保険者が受け
取ることになります。 

 
□対象となる方及び条件 
次の①～⑤のいずれかに該当し、出産育児一時金又は家族出産育児一時金の支給が見込まれ、出産予

定日まで 1ヶ月以内の方が、出産予定の医療機関等で受取代理の同意を得ることが条件となります。 
①被保険者期間中に出産される方 
②被扶養者認定期間中に出産される家族の方 
③被保険者期間が継続して 1年以上（任意継続被保険者期間は含みません）あった方が資格喪失後 

6ヶ月以内に出産される方（実際の出産日が 6ヶ月を経過した場合は、支給対象外） 
④任意継続被保険者期間中に出産される方 
⑤任意継続被保険者の被扶養者認定期間中に出産される家族の方 
 �µ対象とならない方 
出産費資金貸付制度を利用される方。 
海外の医療機関等で出産される方。 
※医療機関等で受取代理の同意が得られない場合は、出産貸付制度をご利用ください。 

 
□必要書類 
・出産育児一時金請求書（事前申請用） 
・母子健康手帳の写し（出産者名と出産予定日が記載されているページ） 
  又は出産予定日まで 1ヶ月以内であることを証明する書類 
・現在加入中の保険証のコピー（人材派遣健康保険組合に加入していない方のみ） 
 ・資格喪失後に氏名変更をされている方は、氏名変更したことがわかる公的書類の原本（婚姻受理証

明・戸籍抄本等） 
 
□手続きの方法 

1．出産予定の医療機関等で、受取代理の同意を得て下さい。 
2．同意を得たあと、医療機関より出産育児一時金請求書（事前申請用）に記入してもらって下さい。 
3．出産予定日まで 1ヶ月前を経過する頃に派遣会社の社会保険担当部署へご提出下さい。 
（資格喪失後の方と任意継続被保険者の方は、直接人材派遣健康保険組合へご提出下さい。） 

 
□お支払について 
医療機関等から人材派遣健康保険組合へ送付される分娩費用請求書及び出生証明書の写しにより、 
出産育児一時金の支給要件を確認し、当組合より医療機関等へ 35万円お支払いたします。また、以下
に該当される場合は、差額を被保険者の指定口座にお支払いします。 
・付加給付金（3万円）の対象の方 
・分娩費用が 35万円を下回った方 
 
□ご注意 
 次に該当される方は、速やかに当組合までご連絡下さい。 （連絡先：０１２０－８９０－３８３） 
・受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合 
・受取代理請求制度を申込み後に出産育児一時金を請求する資格がなくなった場合 
（この制度をご利用できませんので、出産育児一時金請求書（事前申請用）をお返しいたします。） 



標記の受取代理の手続きができるのは、出産育児一時金又は家族出産育児一時金の受給資格のある被保険者です。

また、出産費貸付制度を利用する場合および海外で出産される方は、受取代理請求の手続きはできません。

　はじめに

在職中の方は 任意継続中や資格喪失後の方は

（事業所からはけんけんぽへ）

　　　　（※）実際の出産日が資格喪失後６ヵ月を経過した場合は、  支給対象外となります。

[はけんけんぽの処理]

　

 出産費用が35万円以上の場合

♦ 35万円を医療機関等に支給

♢35万円から出産費用を引いた
　差額を、被保険者に支給

　♦ 出産費用を医療機関等に支給

被保険者向けフロー

出産育児一時金等の受取代理請求制度　手続きの流れ

出産予定の医療機関等で、受取代理の同意を得る

申請書にご本人と医療機関等（受取代理人欄の記載）それぞれが記入

～  出 産 予 定 日 1 ヶ 月 前 に な っ た ら ～

支　　　　払

出　　産　　後

医療機関等が、出生証明と分娩費用の請求書写しをはけんけんぽに提出

はけんけんぽに提出事業所に提出

◎在職中又は任意継続中に出産された方

　　　　

ホームページから申請用紙をダウンロード

在職中の方で郵送希望の場合は事業所に請求 任継・資格喪失後の方で郵送希望の場合は、はけんけんぽに請求

付加金3万円

  付加金が支給される方（◎）

☆付加金３万円を被保険者に支給

出産育児一時金35万円

 出産費用が35万円未満の場合

　　　　書類提出後に、以下に該当される方は
　　　　給付グループに速やかにご連絡ください

　　　　・出産する医療機関等を変更された方
　　　　・資格喪失された方
　　　　・氏名・住所・振込先銀行を変更された方

　【添付書類】

①母子健康手帳の写し（出産者名と出産予定日の記載ﾍﾟｰｼﾞ）
②現在加入中の保険証の写し　（資格喪失されている方のみ）
③資格喪失後に氏名変更された方は、氏名を変更したことが
　 わかる公的書類の原本（婚姻受理証明・戸籍抄本等）

注


